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(57)【要約】
【課題】装置の簡単化および低コスト化を図りつつ、情
報の受信・記録中に、記録媒体が誤って取出されるのを
防止することができる受信装置および医療機器を提供す
ること。
【解決手段】本発明の受信装置３は、カプセル内視鏡２
から無線送信された情報を受信するアンテナ４１と、第
１のコネクタ４３とを備えたアンテナユニット４と、第
１のコネクタ４３に接続される第２のコネクタ５１と、
アンテナユニット４から第１のコネクタ４３および第２
のコネクタ５１を介して入力された情報に所定の処理を
施す処理回路５３と、処理回路５３で処理された情報を
記録する記録媒体Ｍを装填する記録媒体装填部５２とを
備えた受信ユニット５と、第１のコネクタ４３と第２の
コネクタ５１とが接続されている状態で、記録媒体Ｍが
記録媒体装填部５２から取出されるのを阻止する阻止部
材４５を備えた取出阻止手段とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信装置から無線送信された情報を受信するアンテナと、第１のコネクタとを備えたア
ンテナユニットと、
　前記第１のコネクタに接続される第２のコネクタと、前記アンテナユニットから前記第
１のコネクタおよび前記第２のコネクタを介して入力された情報に所定の処理を施す処理
回路と、前記処理回路で処理された情報を記録する記録媒体を装填する記録媒体装填部と
を備えた受信ユニットとを有する受信装置であって、
　前記第１のコネクタと前記第２のコネクタとが接続されている状態で、前記記録媒体が
前記記録媒体装填部から取出されるのを阻止する取出阻止手段を有することを特徴とする
受信装置。
【請求項２】
　前記取出阻止手段は、前記記録媒体が前記記録媒体装填部から取出されるのを阻止する
取出阻止位置と、前記記録媒体が前記記録媒体装填部から取出されるのを許容する取出許
容位置とに変位可能な阻止部材を備え、前記阻止部材は、前記第１のコネクタと前記第２
のコネクタとの接続に連動して前記取出阻止位置となるように構成されている請求項１に
記載の受信装置。
【請求項３】
　前記記録媒体装填部は、前記記録媒体の装填・取出しのための開口を有し、前記阻止部
材は、前記取出阻止位置にあるときに前記開口の少なくとも一部を覆うように位置し、前
記取出許容位置にあるときに前記装填口から退避するように構成されている請求項２に記
載の受信装置。
【請求項４】
　前記阻止部材は、前記第１のコネクタに一体的に形成され、前記第１のコネクタと前記
第２のコネクタとが接続されることにより、前記取出阻止位置となるように構成されてい
る請求項３に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記阻止部材は、前記受信ユニットに設置され、前記第１のコネクタと前記第２のコネ
クタとが接続されることにより、前記第１のコネクタと係合して前記取出阻止位置となる
ように構成されている請求項３に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記阻止部材は、前記第１のコネクタと前記第２のコネクタとの接続が解除されること
により、前記第１のコネクタとの前記係合が解除されて、前記取出阻止位置から前記取出
許容位置への変位が可能となるように構成されている請求項５に記載の受信装置。
【請求項７】
　前記取出阻止手段は、前記第１のコネクタと前記第２のコネクタとが接続されているか
否かを検知する装着検知手段と、前記阻止部材を前記取出阻止位置と前記取出許容位置と
で変位させる駆動手段と、前記装着検知手段の検知結果に基づいて前記駆動手段を駆動制
御する制御手段とを有する請求項３に記載の受信装置。
【請求項８】
　前記受信ユニットは、取出し操作により前記記録媒体装填部から前記記録媒体を取出す
イジェクト機構を備え、前記阻止部材は、前記取出阻止位置にあるときに前記イジェクト
機構の取出し操作を阻止することにより、前記記録媒体が前記記録媒体装填部から取出さ
れるのを阻止するように構成されている請求項２に記載の受信装置。
【請求項９】
　前記イジェクト機構は、取出し操作される操作部材と、前記操作部材が取出し操作され
ることにより前記記録媒体を前記記録媒体装填部から取出す方向に付勢する付勢部材とを
備え、前記阻止部材は、前記取出阻止位置にあるときに前記操作部材または前記付勢部材
に係合して、前記イジェクト機構の取出し操作を阻止するように構成されている請求項８
に記載の受信装置。
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【請求項１０】
　前記第１のコネクタは、前記阻止部材を兼ねている請求項９に記載の受信装置。
【請求項１１】
　生体内に挿入されて用いられ、情報を無線送信する送信装置と、請求項１ないし１０の
いずれかに記載の受信装置とを備えたことを特徴とする医療機器。
【請求項１２】
　前記送信装置は、カプセル内視鏡である請求項１１に記載の医療機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信装置から無線送信された情報を受信する受信装置および医療機器に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被験者の苦痛低減や小腸全体の観察等を目的として、撮像機能および無線通信機
能を有するカプセル型の小型内視鏡、いわゆるカプセル内視鏡が開発・実用化されている
。このカプセル内視鏡は、被験者の口から飲み込まれた後、自然排泄されるまでの間、消
化管を通過しながらその内部を撮像し、撮像された情報を無線送信する。無線送信された
情報は、記録機能および無線通信機能を有する受信装置で受信・記録（保存）される。
【０００３】
　このような受信装置は、一般に、情報を無線により受信するアンテナを備えたアンテナ
ユニットと、このアンテナユニットが装着された受信ユニットとを備えている（例えば、
特許文献１参照。）。そして、このような受信装置の受信ユニットは、このアンテナユニ
ットから入力された情報に所定の処理を施す信号処理回路と、この信号処理回路で処理さ
れた情報を記録する着脱自在な記録媒体を装填する記録媒体装填部とを備えている。
【０００４】
　このような受信装置は、カプセル内視鏡からの情報の受信・記録中に被験者に携帯され
るが、その際、記録媒体が被験者によって受信ユニットから誤って取出されると、記録媒
体中の情報が損傷または喪失して、カプセル内視鏡による検査が無駄になるおそれがある
。
【０００５】
　このような検査の無駄を防止するために、従来、特許文献１にかかる受信装置は、デー
タの記録中であるか否かを検知するとともに、記録媒体の取出し操作を検知し、データの
記録中に取出し操作が行われた場合に警告を発するように構成されている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１にかかる受信装置では、前述したような２つの検知を行わな
ければならず、装置の複雑化、ひいては高コスト化を招いてしまう。
【０００７】
　また、かかる受信装置では、前述したような警告を発するだけで記録媒体はデータの受
信・記録の有無にかかわらず記録媒体装填部に対し着脱可能であるため、データの受信・
記録中に、振動や誤操作などにより記録媒体が取出されてしまうおそれがある。
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－６１１９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、装置の簡単化および低コスト化を図りつつ、情報の受信・記録中に、
記録媒体が誤って取出されるのを防止することができる受信装置および医療機器を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　前記目的は、以下（１）～（１２）の本発明により達成される。
　（１）　送信装置から無線送信された情報を受信するアンテナと、第１のコネクタとを
備えたアンテナユニットと、
　前記第１のコネクタに接続される第２のコネクタと、前記アンテナユニットから前記第
１のコネクタおよび前記第２のコネクタを介して入力された情報に所定の処理を施す処理
回路と、前記処理回路で処理された情報を記録する記録媒体を装填する記録媒体装填部と
を備えた受信ユニットとを有する受信装置であって、
　前記第１のコネクタと前記第２のコネクタとが接続されている状態で、前記記録媒体が
前記記録媒体装填部から取出されるのを阻止する取出阻止手段を有することを特徴とする
受信装置。
【００１１】
　これにより、記録媒体の取出し操作を検知する機構を設けなくても、情報の受信・記録
中に記録媒体が取出されるのを防止することができる。そのため、装置の簡単化および低
コスト化を図りつつ、情報の受信・記録中に、記録媒体が誤って取出されるのを防止する
ことができる。
【００１２】
　（２）　前記取出阻止手段は、前記記録媒体が前記記録媒体装填部から取出されるのを
阻止する取出阻止位置と、前記記録媒体が前記記録媒体装填部から取出されるのを許容す
る取出許容位置とに変位可能な阻止部材を備え、前記阻止部材は、前記第１のコネクタと
前記第２のコネクタとの接続に連動して前記取出阻止位置となるように構成されている上
記（１）に記載の受信装置。
【００１３】
　これにより、アンテナユニットが受信ユニットに対し装着されているときに、記録媒体
が取出されるのを防止することができる。
【００１４】
　（３）　前記記録媒体装填部は、前記記録媒体の装填・取出しのための開口を有し、前
記阻止部材は、前記取出阻止位置にあるときに前記開口の少なくとも一部を覆うように位
置し、前記取出許容位置にあるときに前記装填口から退避するように構成されている上記
（２）に記載の受信装置。
【００１５】
　これにより、記録媒体の取出しが阻止（禁止）されていることを外部から視認すること
ができ、例えば記録媒体装填部での記録媒体の詰まりのようなトラブルとの区別が容易で
あり、また、このような区別を行うための機構を別途必要としない。
【００１６】
　（４）　前記阻止部材は、前記第１のコネクタに一体的に形成され、前記第１のコネク
タと前記第２のコネクタとが接続されることにより、前記取出阻止位置となるように構成
されている上記（３）に記載の受信装置。
【００１７】
　これにより、第１のコネクタの形状と、記録媒体装填部の設置位置とを工夫するだけで
取出阻止手段を構成することができ、装置構成を簡単化することができる。
【００１８】
　（５）　前記阻止部材は、前記受信ユニットに設置され、前記第１のコネクタと前記第
２のコネクタとが接続されることにより、前記第１のコネクタと係合して前記取出阻止位
置となるように構成されている上記（３）に記載の受信装置。
【００１９】
　これにより、第１のコネクタの形状と、第２のコネクタおよび記録媒体装填部の設置位
置とのそれぞれの設計自由度を高いものとしつつ、取出阻止手段を実現することができる
。また、ソレノイドやモータのような駆動源を必要とせず、装置の簡単化および低コスト
化を図ることができる。
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【００２０】
　（６）　前記阻止部材は、前記第１のコネクタと前記第２のコネクタとの接続が解除さ
れることにより、前記第１のコネクタとの前記係合が解除されて、前記取出阻止位置から
前記取出許容位置への変位が可能となるように構成されている上記（５）に記載の受信装
置。
　これにより、必要時における記録媒体の取出しを可能とする。
【００２１】
　（７）　前記取出阻止手段は、前記第１のコネクタと前記第２のコネクタとが接続され
ているか否かを検知する装着検知手段と、前記阻止部材を前記取出阻止位置と前記取出許
容位置とで変位させる駆動手段と、前記装着検知手段の検知結果に基づいて前記駆動手段
を駆動制御する制御手段とを有する上記（３）に記載の受信装置。
【００２２】
　これにより、第２のコネクタと記録媒体装填部と阻止部材とのそれぞれの設置位置の設
計自由度を高いものとしつつ、取出阻止手段を実現することができる。
【００２３】
　（８）　前記受信ユニットは、取出し操作により前記記録媒体装填部から前記記録媒体
を取出すイジェクト機構を備え、前記阻止部材は、前記取出阻止位置にあるときに前記イ
ジェクト機構の取出し操作を阻止することにより、前記記録媒体が前記記録媒体装填部か
ら取出されるのを阻止するように構成されている上記（２）に記載の受信装置。
【００２４】
　これにより、必要時における記録媒体の取出しを簡単なものとしつつ、取出阻止手段を
実現することができる。
【００２５】
　（９）　前記イジェクト機構は、取出し操作される操作部材と、前記操作部材が取出し
操作されることにより前記記録媒体を前記記録媒体装填部から取出す方向に付勢する付勢
部材とを備え、前記阻止部材は、前記取出阻止位置にあるときに前記操作部材または前記
付勢部材に係合して、前記イジェクト機構の取出し操作を阻止するように構成されている
上記（８）に記載の受信装置。
【００２６】
　これにより、取出阻止手段の構成を簡単化しつつ、イジェクト機構の取出し操作を阻止
することができる。
【００２７】
　（１０）　前記第１のコネクタは、前記阻止部材を兼ねている上記（９）に記載の受信
装置。
【００２８】
　これにより、取出阻止手段の構成を簡単化しつつ、イジェクト機構の取出し操作を阻止
することができる。
【００２９】
　（１１）　生体内に挿入されて用いられ、情報を無線送信する送信装置と、上記（１）
ないし（１０）のいずれかに記載の受信装置とを備えたことを特徴とする医療機器。
　これにより、優れた信頼性を有する医療機器を提供することができる。
【００３０】
　（１２）　前記送信装置は、カプセル内視鏡である上記（１１）に記載の医療機器。
　これにより、カプセル内視鏡による検査が無駄になってしまうのを防止することができ
る。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、記録媒体の取出し操作を検知する機構を設けなくても、情報の受信・
記録中に記録媒体が取出されるのを防止することができる。また、警告を発するだけの従
来とは異なり、情報の受信・記録中に記録媒体が振動や誤操作などにより取出されてしま
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うことも防止することができる。
【００３２】
　特に、取出阻止手段が、記録媒体が記録媒体装填部から取出されるのを阻止する取出阻
止位置と、記録媒体が記録媒体装填部から取出されるのを許容する取出許容位置とに変位
可能な阻止部材を備え、この阻止部材が第１のコネクタと第２のコネクタとの接続に連動
して取出阻止位置となるように構成されている場合、アンテナユニットが受信ユニットに
対し装着されているときに、記録媒体が取出されるのを防止することができる。この場合
、受信ユニットに対するアンテナユニットの着脱を検知する手段を設けることで、アンテ
ナユニットの離脱を検知したときに記録媒体内の情報を保護した状態で情報の記録を停止
（中止）し、情報の記録中に記録媒体が取出されるのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の受信装置および医療機器を添付図面に示す好適実施形態に基づいて詳細
に説明する。なお、以下では、本発明の受信装置をカプセル内視鏡のための受信装置に適
用した場合、すなわち、本発明の医療機器をカプセル内視鏡システムに適用した場合を一
例として説明する。
【００３４】
　＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態にかかる医療機器（カプセル内視鏡システム）を示す全
体図、図２は、図１に示す医療機器の制御系の構成を示すブロック図、図３および図４は
、それぞれ、図１に示す医療機器に備えられた受信装置の概略構成を示す模式的断面図（
図３は、アンテナユニットが装着された状態を示し、図４は、アンテナユニットが離脱し
た状態を示す）である。なお、以下では、説明の便宜上、図１、図３および図４中の上側
を「上」、下側を「下」と言う。
【００３５】
　図１に示すように、本実施形態のカプセル内視鏡システム１は、撮像機能および無線通
信機能を有するカプセル内視鏡２と、記録機能および無線通信機能を有する受信装置３と
を有する。
【００３６】
　（カプセル内視鏡）
　カプセル内視鏡２は、カプセル型の小型内視鏡であり、経口的に被検者の体腔内に導入
して用いられ、その体腔内を通過させながら、その体腔内を撮像し、撮像した画像情報を
無線送信するものである。このカプセル内視鏡２を通過させる体腔としては、特に限定さ
れないが、例えば、食道、胃、小腸、大腸等が挙げられる。
【００３７】
　カプセル内視鏡２は、カプセル状をなす内視鏡本体（ケース）２０を有し、その内部空
間には、図２に示すように、電子回路２１と、電子回路２１に電力を供給する電源２２が
設けられている。以下、各部の構成について説明する。
【００３８】
　図２に示すように、内視鏡本体２０は、その内部空間が気密空間となっている。また、
内視鏡本体２０は、長手形状をなし、その一端部に窓部２０１が設けられている。この窓
部２０１は、光透過性を有する。この窓部２０１を介して、内視鏡本体２０内から体腔の
目的部位に対し光を照射したり、その光によって照らされた目的部位を内視鏡本体２０内
から撮像したりすることができる。
【００３９】
　内視鏡本体２０の構成材料としては、特に限定されず、例えば、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン等のオレフィン系樹脂材料を用いることができる。
【００４０】
　電子回路２１は、体腔内の目的部位を撮像するものである。図２に示すように、電子回
路２１は、コントローラ２３と、イメージセンサ２４と、ＬＥＤ（発光ダイオード）２５
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と、ＬＥＤドライバ２６と、変復調回路２７とを有している。
【００４１】
　イメージセンサ２４は、体腔の目的部位を撮像するＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子で構
成されている。このイメージセンサ２４は、当該イメージセンサ２４の前方に設けられた
光学系（図示せず）によって、その撮像面上に結ばれた画像をＲＧＢの各原色毎に光電変
換する。
【００４２】
　ＬＥＤ２５は、例えば白色光を発光する発光素子（照明手段）である。このＬＥＤ２５
は、ＬＥＤドライバ２６を介して、電源２２と接続されている。これにより、体腔内を照
明することができる。
【００４３】
　ＬＥＤドライバ２６は、電源２２から電力を受けＬＥＤ２５を駆動する回路である。Ｌ
ＥＤドライバ２６は、コントローラ２３によって制御され、この制御により、ＬＥＤ２５
に単位時間当たりに供給する電力量を増減する。
【００４４】
　コントローラ２３は、カプセル内視鏡２の各部位を制御する回路である。このコントロ
ーラ２３は、後述する受信ブロック２７１を介して受信装置３から受信した制御信号に基
づいて、イメージセンサ２４、ＬＥＤドライバ２６の作動を制御する。
【００４５】
　変復調回路２７は、アンテナ２９に接続された受信ブロック２７１および送信ブロック
（送信手段）２７２とで構成されている。また、受信ブロック２７１には、受信アンプ２
７３と復調回路２７４とが設けられており、送信ブロック２７２には、変調回路２７５と
送信アンプ２７６とが設けられている。
【００４６】
　アンテナ２９によって受信された信号は、受信ブロック２７１の受信アンプ２７３に入
力される。この受信アンプ２７３は、入力信号を増幅して、復調回路２７４に入力する。
この復調回路２７４は、入力信号の搬送波上に変調されている各種制御信号を復調し、復
調した各種制御信号をコントローラ２３に入力する。コントローラ２３では、入力された
制御信号に応じた各種制御が実行される。
【００４７】
　ＬＥＤドライバ２６では、コントローラ２３からの指示に応じた電力量の電力を、電源
２２からＬＥＤ２５に供給する。電力量がＬＥＤ２５が発光するのに十分であると、当該
ＬＥＤ２５が発光する。このとき、体腔の目的部位は、ＬＥＤ２５からの光によって照ら
される。また、この光に照らされた前記目的部位は、イメージセンサ２４によって撮像さ
れ、画像信号に変換される。この画像信号（画像データ）は、送信ブロック２７２の変調
回路２７５に入力される。この変調回路２７５は、受信した映像信号を、所定の搬送波に
よって変調する。このようにして変調された信号は、送信アンプ２７６によって増幅され
た後に、アンテナ２９から無線送信される。
【００４８】
　また、電源２２は、前述したように、電子回路２１に電力を供給するものである。この
電源２２としては、例えば、ボタン電池や乾電池、充電可能な蓄電池等の各種電池を用い
ることができる。
【００４９】
　（受信装置）
　受信装置３は、前述した送信装置であるカプセル内視鏡２から無線送信された情報を受
信・記録する機能を有するものであり、図１に示すように、アンテナユニット４と、この
アンテナユニット４が着脱可能に装着される受信ユニット５とを有する。
【００５０】
　アンテナユニット４は、複数（本実施形態では６個）のアンテナ４１と、各アンテナ４
１にケーブル４２を介して電気的に接続された第１のコネクタ４３とを有している。
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【００５１】
　各アンテナ４１は、被験者の身体表面付近に設置されて用いられ、前述したカプセル内
視鏡２から無線送信された情報を受信するものである。このような各アンテナ４１は、例
えば、被験者の身体の表面に直接貼り付けたり、被験者が着用するジャケットやベルトに
装着したりして用いる。
【００５２】
　第１のコネクタ４３は、後述するメス型の第２のコネクタ５１に接続されるオス型のコ
ネクタであり、複数の端子４４１が設けられた接続部４４を有している。
【００５３】
　この接続部４４は、第１のコネクタ４３と後述する第２のコネクタ５１との接続時に、
第２のコネクタ５１に係合する（挿入される）部分である。
【００５４】
　そして、第１のコネクタ４３は、接続部４４に対しケーブル４２側（すなわち第１のコ
ネクタ４３と後述する第２のコネクタ５１との接続時に露出する部分）に阻止部材４５が
設けられている。この阻止部材４５は、第１のコネクタ４３の本体から突出する突起とし
て、第１のコネクタ４３の本体に一体的に形成されている。
【００５５】
　特に、この阻止部材４５は、第１のコネクタ４３と後述する第２のコネクタ５１との接
続時に、後述する記録媒体装填部５２の開口（装填口）５２２を覆うように形成されてい
る。これにより、阻止部材４５は、第１のコネクタ４３と後述する第２のコネクタ５１と
が接続されている状態で、記録媒体装填部５２から記録媒体Ｍが取出されるのを阻止する
取出阻止手段を構成する。なお、この阻止部材４５（取出阻止手段）の作用については後
に詳述する。
【００５６】
　このようなアンテナユニット４が着脱可能に装着される受信ユニット５は、前述したア
ンテナユニット４で受信した情報を処理し記録するものである。このような受信ユニット
５は、前述した第１のコネクタ４３と接続される第２のコネクタ５１と、第１のコネクタ
４３および第２のコネクタ５１を介して入力された情報に所定の処理を施す処理回路５３
と、処理回路５３によって処理された情報を記録する記録媒体Ｍを装填する記録媒体装填
部（装填スロット）５２とを有し、これらがケーシング５０内に収容されている。
【００５７】
　第２のコネクタ５１は、前述したオス型の第１のコネクタ４３が接続されるメス型のコ
ネクタであり、前述した第１のコネクタ４３の複数の端子４４１に対応して設けられた複
数の端子５１１を有している。この各端子５１１は、第１のコネクタ４３と第２のコネク
タ５１とが接続されているときに、対応する各端子４４１に接触し電気的に接続される。
【００５８】
　このような各端子５１１は、ケーブル５１２を介して処理回路５３に電気的に接続され
ている。
【００５９】
　処理回路５３は、図２に示すように、コントローラ５５と、記録媒体Ｍに情報を記録さ
せるドライバ５６と、信号強度検出回路５７と、変復調回路５８とを有している。この処
理回路５３は、ケーシング５０の外部に設けられた蓄電池や乾電池等の電源５４から電力
が供給されて駆動するようになっている。
【００６０】
　ドライバ５６は、電源５４から電力を受け、記録媒体装填部５２に装填された記録媒体
Ｍに情報の記録を行う回路である。このドライバ５６は、コントローラ５５によって制御
され、この制御により、前述したアンテナユニット４で受信した情報（すなわち、前述し
たカプセル内視鏡２で撮像した画像情報）を記録媒体Ｍに記録させる。
【００６１】
　信号強度検出回路５７は、各アンテナ４１で受信した信号の強度を検出する回路である
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。
【００６２】
　コントローラ５５は、受信装置３の各部位を制御する回路である。このコントローラ５
５は、後述する受信ブロック５８１を介してカプセル内視鏡２から受信した信号に基づい
て、ドライバ５６の作動を制御する。また、このコントローラ５５は、後述する受信ブロ
ック５８１を介してカプセル内視鏡２から受信した信号や、予め設定されたプログラム等
に基づいて、前述したカプセル内視鏡２の駆動制御のための制御信号を生成し、後述する
変調回路５８５に入力する。
【００６３】
　さらに、コントローラ５５は、前述した各端子５１１とそれぞれ接続された検出用端子
５９９を有しており、各検出用端子５９９の導通状態（導通状態であるか非導通状態であ
るか）をチェックして、前述した第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１とが接続され
ているか否かを検知するようになっている。例えば、コントローラ５５は、検出用端子５
９９での抵抗値などを検出し、その変化に基づいて、第１のコネクタ４３と第２のコネク
タ５１とが接続されているか否かを検知する。これにより、コントローラ５５は、第１の
コネクタ４３と第２のコネクタ５１とが接続されているか否かを検知する装着検知手段を
構成する。
【００６４】
　また、コントローラ５５は、前述した信号強度検出回路５７の検出強度に基づいて、複
数のアンテナ４１から最も受信強度の高いアンテナを選択して受信したり、その選択され
たアンテナの番号を、受信した情報とともに記録媒体Ｍに記録させるようにドライバ５６
を作動させる機能をも有する。
【００６５】
　変復調回路５８は、複数のアンテナ４１に接続された受信ブロック５８１および送信ブ
ロック（送信手段）５８２とで構成されている。また、受信ブロック５８１には、受信ア
ンプ５８３と復調回路５８４とが設けられており、送信ブロック５８２には、変調回路５
８５と送信アンプ５８６とが設けられている。
【００６６】
　各アンテナ４１によって受信された信号は、受信ブロック５８１の受信アンプ５８３に
入力される。この受信アンプ５８３は、入力信号を増幅して、復調回路５８４に入力する
。この復調回路５８４は、入力信号の搬送波上に変調されている各種制御信号を復調し、
復調した各種制御信号をコントローラ５５に入力する。また、受信アンプ５８３で増幅さ
れた信号は、信号強度検出回路５７に入力される。コントローラ５５では、予め設定され
たプログラムや信号強度検出回路５７の検出強度に応じた各種制御が実行される。
【００６７】
　変調回路５８５は、コントローラ５５で生成された制御信号を、所定の搬送波によって
変調する。このようにして変調された信号は、送信アンプ５８６によって増幅された後に
、アンテナ４１から無線送信される。
【００６８】
　このような処理回路５３には、図３に示すように、ケーブル５２１を介して記録媒体装
填部５２が電気的に接続されている。
【００６９】
　記録媒体装填部５２は、開口５２２を有するスロット状をなし、その開口５２２を通じ
て記録媒体Ｍを装填（収納）・取出しを行うようになっている。
【００７０】
　記録媒体装填部５２に装填された記録媒体Ｍは、前述したケーブル５２１を介して処理
回路５３に電気的に接続される。これにより、前述したように処理回路５３が記録媒体Ｍ
に情報を記録させることができる。
【００７１】
　特に、記録媒体装填部５２は、前述した第２のコネクタ５１に隣接して設けられ、第１
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のコネクタ４３と第２のコネクタ５１とが接続されているときに、阻止部材４５によって
開口５２２の略全域が覆われるようになっている。
【００７２】
　ここで、以上説明したように構成された受信装置３における阻止部材４５（取出阻止手
段）の作用について詳細に説明する。
【００７３】
　図３に示すように、第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１とが接続されているとき
、すなわち、アンテナユニット４が受信ユニット５に装着されているときには、処理回路
５３のコントローラ５５（図２参照）により、第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１
とが接続されていることを検出し、アンテナユニット４で受信された情報を処理回路５３
で処理し記録媒体Ｍに記録させる。
【００７４】
　このように第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１とが接続されているとき、前述し
たような阻止部材４５は、記録媒体装填部５２の開口５２２のほぼ全域を覆う。すなわち
、第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１とが接続されているとき、阻止部材４５は、
記録媒体Ｍが記録媒体装填部５２から取出されるのを阻止する取出阻止位置にある。
【００７５】
　なお、阻止部材４５は、第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１とが接続されている
ときに記録媒体Ｍの取出しを阻止することができれば、記録媒体装填部５２の開口５２２
の略全域を覆っていなくてもよく、記録媒体装填部５２の開口５２２の一部を覆うように
構成されていてもよい。
【００７６】
　一方、図４に示すように、第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１との接続が解除さ
れているとき、すなわち、アンテナユニット４が受信ユニット５から離脱されているとき
には、処理回路５３のコントローラ５５（図２参照）が、第１のコネクタ４３と第２のコ
ネクタ５１とが接続されていないことを検出し、処理回路５３は、記録媒体Ｍ内の情報を
保護した状態で記録媒体Ｍに対する情報の記録を停止（中止）する。即ち、一般的なファ
イルシステムについて言えば、オープンされている全てのファイルをクローズするという
ことである。
【００７７】
　このように第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１との接続が解除されているとき、
前述したような阻止部材４５は、記録媒体装填部５２の開口５２２から退避する。すなわ
ち、第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１との接続が解除されているとき、阻止部材
４５は、記録媒体Ｍが記録媒体装填部５２から取出されるのを許容する取出許容位置にあ
る。このとき、前述したように記録媒体Ｍへの情報の記録は停止しているため、記録媒体
Ｍを取出しても記録媒体Ｍ内の情報の損傷・喪失を防止することができる。
【００７８】
　このように受信装置３によれば、記録媒体Ｍの取出し操作を検知する機構を設けなくて
も、情報の受信・記録中に記録媒体Ｍが取出されるのを防止することができる。また、警
告を発するだけの従来とは異なり、情報の受信・記録中に記録媒体Ｍが振動や誤操作など
により取出されてしまうことも防止することができる。
【００７９】
　特に、阻止部材４５は第１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１との接続に連動して前
述したような取出阻止位置となるように構成されているため、アンテナユニットが受信ユ
ニットに対し装着されているときに、記録媒体が取出されるのを防止することができる。
また、受信ユニット５に対するアンテナユニット４の着脱を検知する手段（コントローラ
５５）がアンテナユニット４の離脱を検知したときに、記録媒体Ｍ内の情報を保護した状
態で情報の記録を停止（中止）し、情報の記録中に記録媒体Ｍが取出されるのを防止する
ことができる。
【００８０】
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　このようなことから、受信装置３は、カプセル内視鏡２による検査が無駄になってしま
うのを防止することができる。
【００８１】
　また、阻止部材４５は、前述したような取出阻止位置にあるときに記録媒体装填部５２
の開口５２２を覆うように位置し、取出許容位置にあるときに開口５２２から退避するよ
うに構成されているため、記録媒体Ｍの取出しが阻止（禁止）されていることを外部から
視認することができ、例えば記録媒体装填部５２での記録媒体Ｍの詰まりのようなトラブ
ルとの区別が容易であり、また、このような区別を行うための機構を別途必要としない。
【００８２】
　しかも、本実施形態では、阻止部材４５が第１のコネクタ４３に一体的に形成され、第
１のコネクタ４３と第２のコネクタ５１とが接続されることにより、前述したような取出
阻止位置となるように構成されているので、第１のコネクタ４３の形状と、記録媒体装填
部５２の設置位置とを工夫するだけで取出阻止手段を構成することができ、装置構成を簡
単化することができる。
【００８３】
　＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態を説明する。
【００８４】
　図５および図６は、それぞれ、本発明の第２実施形態にかかる受信装置の概略構成を示
す模式的断面図（図５は、アンテナユニットが装着された状態を示し、図６は、アンテナ
ユニットが離脱した状態を示す）である。なお、以下では、説明の便宜上、図５および図
６中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【００８５】
　以下、第２実施形態について、前述した第１実施形態との相違点を中心に説明し、同様
の事項はその説明を省略する。
【００８６】
　本実施形態は、取出阻止手段の構成が異なること以外は、前述した第１実施形態と同様
である。
【００８７】
　図５、図６に示す受信装置３Ａでは、第２のコネクタ５１および記録媒体装填部５２の
配置が異なるとともに、前述した第１実施形態における阻止部材４５に代えて阻止部材４
５Ａが設けられている。なお、受信装置３Ａは、図５、６に示すように、第１の実施形態
におけるアンテナユニット４の阻止部材４５を省略したように形成された第１のコネクタ
４３Ａを備えたアンテナユニット４Ａを有している。
【００８８】
　阻止部材４５Ａは、第２のコネクタ５１と記録媒体装填部５２とを跨ぐようにして、記
録媒体装填部５２の記録媒体Ｍの装填・取出し方向に対し直角な方向（図中左右方向）に
延在している。また、阻止部材４５Ａは、図示しないガイドによって支持されていて、延
在方向（図中左右方向）に移動可能（変位可能）となっている。
【００８９】
　本実施形態では、この阻止部材４５Ａは、その延在方向に移動自在となっている。なお
、阻止部材４５Ａを第２のコネクタ５１側へ付勢するようにバネなどの付勢手段を設けて
もよい。
【００９０】
　このような阻止部材４５Ａは、図５に示すように、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネ
クタ５１とが接続されているときに、第１のコネクタ４３Ａとの係合により第２のコネク
タ５１側への移動が規制されつつ、阻止部材４５Ａの記録媒体装填部５２側の部分が記録
媒体装填部５２の開口５２２の一部を覆うように位置する。すなわち、阻止部材４５Ａは
、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１とが接続されているときに、記録媒体Ｍが
記録媒体装填部５２から取出されるのを阻止する取出阻止位置にある。
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【００９１】
　一方、阻止部材４５Ａは、図６に示すように、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ
５１との接続が解除されているときに、第１のコネクタ４３Ａとの係合が解除され、第２
のコネクタ５１側への移動が許容される。
【００９２】
　したがって、このとき、阻止部材４５Ａをその第２のコネクタ５１側の部分が第２のコ
ネクタ５１内に突出するように第２のコネクタ５１側へ変位させて、阻止部材４５Ａの記
録媒体装填部５２側の部分を記録媒体装填部５２の開口５２２から退避することができる
。すなわち、阻止部材４５Ａは、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１との接続が
解除されているときに、記録媒体Ｍが記録媒体装填部５２から取出されるのを許容する取
出許容位置とすることができる。
【００９３】
　このように、阻止部材４５Ａは、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１との接続
が解除されることにより、第１のコネクタ４３Ａとの係合が解除されて、取出阻止位置か
ら取出許容位置への変位が可能となり、必要時における記録媒体Ｍの取出しを可能とする
。
【００９４】
　なお、阻止部材４５Ａを第２のコネクタ５１側へ付勢するようにバネなどの付勢手段を
設けた場合、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１との接続が解除されると、自動
的に阻止部材４５Ａを取出許容位置とすることができる。
【００９５】
　このように阻止部材４５Ａは、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１との接続に
連動して取出阻止位置となるように構成されている。
【００９６】
　以上説明したように構成された受信装置３Ａによっても、前述した第１実施形態と同様
の効果を得ることができる。
【００９７】
　特に、本実施形態では、阻止部材４５Ａが受信ユニット５Ａに設置されているため、第
１のコネクタ４３の形状と、第２のコネクタ５１および記録媒体装填部５２の設置位置と
のそれぞれの設計自由度を高いものとしつつ、取出阻止手段を実現することができる。
【００９８】
　また、阻止部材４５Ａは、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１とが接続される
ことにより、第１のコネクタ４３Ａと係合して取出阻止位置となるように構成されている
ため、ソレノイドやモータのような駆動源を必要とせず、装置の簡単化および低コスト化
を図ることができる。
【００９９】
　＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態を説明する。
【０１００】
　図７および図８は、それぞれ、本発明の第３実施形態にかかる受信装置の概略構成を示
す模式的断面図（図７は、アンテナユニットが装着された状態を示し、図８は、アンテナ
ユニットが離脱した状態を示す）である。なお、以下では、説明の便宜上、図７および図
８中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【０１０１】
　以下、第３実施形態について、前述した第１実施形態および第２実施形態との相違点を
中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１０２】
　本実施形態は、取出阻止手段の構成が異なること以外は、前述した第１実施形態と同様
である。また、本実施形態は、阻止部材の変位をソレノイドやモータなどの駆動源の駆動
力を用いる以外は、前述した第２実施形態と同様である。
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【０１０３】
　図７、図８に示す受信装置３Ｂでは、前述した第２実施形態における阻止部材４５Ａに
代えて阻止部材４５Ｂが設けられているとともに、この阻止部材４５Ｂを変位させる駆動
手段６が設けられている。
【０１０４】
　阻止部材４５Ｂは、記録媒体装填部５２の開口５２２付近に設けられているとともに、
図示しないガイドによって支持されていて、記録媒体装填部５２の記録媒体Ｍの装填・取
出し方向に対し直角な方向（図中左右方向）に移動可能（変位可能）となっている。
【０１０５】
　このような阻止部材４５Ｂには、阻止部材４５Ｂを変位させる駆動手段６が接続されて
いる。
【０１０６】
　この駆動手段６は、特に限定されないが、例えば、モータ、ソレノイドなどで構成する
ことができる。
【０１０７】
　このような駆動手段６は、ケーブル６１を介して処理回路５３に電気的に接続され、処
理回路５３により駆動制御される。処理回路５３では、コントローラ５５（図２参照）に
より第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１とが接続されているか否かを検出し、そ
の検出結果に基づきコントローラ５５（制御手段）により駆動手段６を駆動制御する。こ
れにより、前述した第２実施形態と同様に阻止部材４５Ｂを取出阻止位置と取出許容位置
とで変位させることができる。
【０１０８】
　特に、本実施形態では、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１とが接続されてい
ないことを検出したとき、すなわち、アンテナユニット４が受信ユニット５から離脱され
ているとき、受信ユニット５は、図示しない警告手段により音声や表示などで警告を発し
、その後、図示しないスイッチ等が操作されることにより、阻止部材４５Ｂを取出阻止位
置から取出許容位置へ変位させる。
【０１０９】
　以上説明したように構成された受信装置３Ｂによっても、前述した第１実施形態と同様
の効果を得ることができる。
【０１１０】
　特に、阻止部材４５Ｂの変位にモータ、ソレノイドなどの駆動手段６を用いているので
、第２のコネクタ５１と記録媒体装填部５２と阻止部材４５Ｂとのそれぞれの設置位置の
設計自由度を高いものとしつつ、取出阻止手段を実現することができる。
【０１１１】
　＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態を説明する。
【０１１２】
　図９および図１０は、それぞれ、本発明の第４実施形態にかかる受信装置の概略構成を
示す模式的断面図（図９は、アンテナユニットが装着された状態を示し、図１０は、アン
テナユニットが離脱した状態を示す）である。なお、以下では、説明の便宜上、図９およ
び図１０中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【０１１３】
　以下、第４実施形態について、前述した第１実施形態との相違点を中心に説明し、同様
の事項はその説明を省略する。
【０１１４】
　本実施形態は、第１のコネクタ５１および記録媒体装填部５２の配置が異なるとともに
、取出阻止手段の構成が異なること以外は、前述した第１実施形態と同様である。
【０１１５】
　図９、図１０に示す受信装置３Ｃでは、記録媒体装填部５２から記録媒体Ｍを取出すた



(14) JP 2009-34345 A 2009.2.19

10

20

30

40

50

めのイジェクト機構７が設けられているとともに、前述した第１実施形態における阻止部
材４５を省略するとともに、接続部４４がイジェクト機構７の取出し操作を阻止する阻止
部材を兼ねている。
【０１１６】
　イジェクト機構７は、取出し操作により記録媒体装填部５２から記録媒体Ｍを取出すも
のである。このイジェクト機構７は、取出し操作される操作部材（イジェクトボタン）７
１と、操作部材７１が取出し操作されることにより記録媒体Ｍを記録媒体装填部５２から
取出す方向に付勢する付勢部材（イジェクトバー）７２と、操作部材７１と付勢部材７２
とを連動させるリンク部材７３とを有している。
【０１１７】
　操作部材７１は、ケーシング５０の外部へ露出する操作部７１１と、第２のコネクタ５
１内に臨む係合部７１２と、これらの間に設けられた突起部７１３とを有する。
【０１１８】
　この操作部材７１は、上下方向に移動可能になっているとともに、バネ７４によって上
方に付勢されている。このバネ７４は、省略することができる。この場合、第１のコネク
タ４３Ａと第２のコネクタ５１との接続が解除され、かつ、記録媒体Ｍが記録媒体装填部
５２に装填されていないとき、係合部７１２が第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５
１との接続を阻止することができる。
【０１１９】
　付勢部材７２は、記録媒体装填部５３の底部に設置され、上下方向に移動可能となって
いる。
【０１２０】
　リンク部材７３は、回動中心軸Ｏまわりに回動可能に設けられ、この回動中心軸Ｏに対
して一方の側の部分が操作部材７１に係合し、他方の側の部分が付勢部材７２に係合して
いる。
【０１２１】
　このようなリンク部材７３は、操作部材７１の操作部７１１が下方に向け押圧操作（取
出し操作）されると、これに伴って、回動中心軸Ｏまわり（図中反時計まわり）に回動し
て、付勢部材７２を上方に向け変位させる。これにより、付勢部材７２は、記録媒体装填
部５２に装填された記録媒体Ｍを取出す方向に付勢し変位させる。
【０１２２】
　図９に示すように、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１とが接続されていると
き、係合部７１２が第２のコネクタ５１の内部空間から退避しているとともに、操作部７
１１がケーシング５０の外部へ突出している。このとき、係合部７１２と第１のコネクタ
４３Ａとの係合により操作部材７１の下方への移動が規制される。したがって、操作部７
１１を下方へ押圧しても、操作部材７１を下方へ変位させることはできない。すなわち、
第１のコネクタ４３Ａがイジェクト機構７の取出し操作を阻止することにより、記録媒体
Ｍが記録媒体装填部５２から取出されるのが阻止されている。このようにして、阻止部材
である第１のコネクタ４３Ａは、記録媒体Ｍが記録媒体装填部５２から取出されるのを阻
止する取出阻止位置となる。
【０１２３】
　一方、図１０に示すように、第１のコネクタ４３Ａと第２のコネクタ５１との接続が解
除されているとき、係合部７１２と第１のコネクタ４３Ａとの係合が解除される。これに
より、操作部７１１を下方へ押圧して、操作部材７１を下方へ変位させることができる。
すなわち、イジェクト機構７の取出し操作を許容することにより、記録媒体Ｍが記録媒体
装填部５２から取出されるのが許容される。このようにして、阻止部材である第１のコネ
クタ４３Ａは、記録媒体Ｍが記録媒体装填部５２から取出されるのを許容する取出許容位
置となる。
【０１２４】
　以上説明したように構成された受信装置３Ｃによっても、前述した第１実施形態と同様
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の効果を得ることができる。
【０１２５】
　特に、本実施形態では、イジェクト機構７の取出し操作を阻止することにより、記録媒
体Ｍが記録媒体装填部５２から取出されるのを阻止するように構成されているため、必要
時における記録媒体の取出しを簡単なものとしつつ、取出阻止手段を実現することができ
る。
【０１２６】
　また、第１のコネクタ４３Ａが阻止部材を兼ねているため、取出阻止手段の構成を簡単
化しつつ、イジェクト機構７の取出し操作を阻止することができる。
【０１２７】
　以上、本発明を図示の各実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるも
のではなく、各部材（各部）の構成は、同様の機能を有する任意のものに置換すること、
もしくは、任意の構成を付加することもできる。
【０１２８】
　また、前述した実施形態では本発明の医療機器をカプセル内視鏡システムに適用した例
を説明したが、送信装置はカプセル内視鏡に限定されず、生体内に挿入されて用いられ、
情報を無線送信するものであればよく、例えば、カテーテルや内視鏡の可撓管などに設け
られた送信装置であってもよい。この場合、優れた信頼性を有する医療機器を提供するこ
とができる。
【０１２９】
　また、第４実施形態では第１のコネクタ４３Ａが操作部材７１に係合してイジェクト操
作の阻止・許容の切り換えを行ったが、第１のコネクタ４３Ａが付勢部材７２やリンク部
材７３と係合してイジェクト操作の阻止・許容の切り換えを行うこともできる。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる医療機器（カプセル内視鏡システム）を示す全体
図である。
【図２】図１に示す医療機器の制御系の構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示す医療機器に備えられた受信装置の概略構成を示す模式的断面図である
。
【図４】図１に示す医療機器に備えられた受信装置の概略構成を示す模式的断面図である
。
【図５】本発明の第２実施形態にかかる受信装置の概略構成を示す模式的断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態にかかる受信装置の概略構成を示す模式的断面図である。
【図７】本発明の第３実施形態にかかる受信装置の概略構成を示す模式的断面図である。
【図８】本発明の第３実施形態にかかる受信装置の概略構成を示す模式的断面図である。
【図９】本発明の第４実施形態にかかる受信装置の概略構成を示す模式的断面図である。
【図１０】本発明の第４実施形態にかかる受信装置の概略構成を示す模式的断面図である
。
【符号の説明】
【０１３１】
　１　　　　　　カプセル内視鏡システム（医療機器）
　２　　　　　　カプセル内視鏡（送信装置）
　２０　　　　　カプセル内視鏡本体
　２１　　　　　電子回路
　２２　　　　　電源
　２３　　　　　コントローラ
　２４　　　　　イメージセンサ
　２５　　　　　ＬＥＤ
　２６　　　　　ＬＥＤドライバ
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　２７　　　　　変復調回路
　２７１　　　　受信ブロック
　２７２　　　　送信ブロック
　２７３　　　　受信アンプ
　２７４　　　　復調回路
　２７５　　　　変調回路
　２７６　　　　送信アンプ
　２９　　　　　アンテナ
　２０１　　　　窓部
　３　　　　　　受信装置
　３Ａ　　　　　受信装置
　３Ｂ　　　　　受信装置
　３Ｃ　　　　　受信装置
　４　　　　　　アンテナユニット
　４Ａ　　　　　アンテナユニット
　４１　　　　　アンテナ
　４２　　　　　ケーブル
　４３　　　　　第１のコネクタ
　４３Ａ　　　　第１のコネクタ
　４４　　　　　接続部
　４４１　　　　端子
　４５　　　　　阻止部材
　４５Ａ　　　　阻止部材
　４５Ｂ　　　　阻止部材
　５　　　　　　受信ユニット
　５Ａ　　　　　受信ユニット
　５Ｂ　　　　　受信ユニット
　５Ｃ　　　　　受信ユニット
　５０　　　　　ケーシング
　５１　　　　　第２のコネクタ
　５１１　　　　端子
　５１２　　　　ケーブル
　５２　　　　　記録媒体装填部
　５２１　　　　ケーブル
　５２２　　　　開口
　５３　　　　　処理回路
　５４　　　　　電源
　５５　　　　　コントローラ（制御手段）
　５６　　　　　ドライバ
　５７　　　　　信号強度検出回路
　５８　　　　　変復調回路
　５８１　　　　受信ブロック
　５８２　　　　送信ブロック
　５８３　　　　受信アンプ
　５８４　　　　復調回路
　５８５　　　　変調回路
　５８６　　　　送信アンプ
　５９９　　　　検出用端子
　６　　　　　　駆動手段
　６１　　　　　ケーブル
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　７　　　　　　イジェクト機構
　７１　　　　　操作部材
　７１１　　　　操作部
　７１２　　　　係合部
　７１３　　　　突起部
　７２　　　　　付勢部材
　７３　　　　　リンク部材
　７４　　　　　バネ
　Ｍ　　　　　　記録媒体
　Ｏ　　　　　　回動中心軸

【図１】 【図２】
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